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 「市毛団地」共同販売事業要綱  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有限会社カノウ開発 

茨城県ひたちなか市西大島１－２０－１４ 

TEL：０２９－２７４－６０６１ 

FAX：０２９－２７４－６０６２ 

E-mail：kanou@i-linenet.com 

HP：http://i-linenet.com/kanou/ 



===================================================================================== 

 カノウ開発より「市毛団地 販売協力事業者の募集、および作品コンペ開催」のご紹介です。 

===================================================================================== 

 

住宅事業者の皆様へ 

  

お世話になっております。 

いつも、弊社をご愛顧いただきまして大変感謝しております。 

 

さて、茨城県住宅供給公社（http://www.ijk.or.jp/）開発の分譲地「市毛団地」の販売協力事

業者の募集のご紹介をさせていただきます。 

 

このたび、弊社は、茨城県住宅供給公社と共同で、「市毛団地」を第三者※a に対して共同で販

売する事業を行うことについて合意いたしました。 

 

茨城県住宅供給公社は、独自に開発した分譲地である「市毛団地」を提供し、弊社は、有する豊

富なノウハウ等を最大限活かしながら、主要顧客である第三者への営業、ならびに主要取引先で

ある住宅事業者※bへの営業支援および協力要請を行っていくことにより、市毛団地のまちづく

りの促進、および団地の完成を図っていきます。 

 

つきましては、住宅事業者の皆様方にも、本事業への参加、および協力をお願いいたしたく、販

売協力事業者の募集をさせていただきます。 

 

本事業に、参加、および協力していただいた住宅事業者様には、特典として、当該住宅事業者と

第三者との間で直接、居住の用に供する建物請負契約が締結されることを前提に、分譲価格の約

１５％を販売協力費として進呈させていただきます。 

建物価格の値引きや現金還元キャンペーンなどにお役立ていただければ幸いです。 

 

住宅事業者の皆様にじっくり内容を理解していただき、検討していただいた上で、オファーをし

ていただきたいと思っております。 

 

是非、ご検討のうえ、当企画へのオファーをお待ちしております。 

 

参加、および協力してくださる住宅事業者は、共同販売事業規約にご同意の上、別紙参加申込書

にサインし、弊社までご提出ください。 

では、どうぞよろしくお願い致します！！ 



 

また、販売協力事業者の募集に併せて、住宅事業者によるコンペも予定しております。 

具体的には「最安値への挑戦!!」「雑誌の表紙を飾るなら♪」というテーマで募集させていただ

き、各事業者各テーマ 1作品のプランを弊社ホームページ等で公開させていただきます。 

 

◆本開催イベントは、お客様となる第三者や同業者に向けニュースリリースを行い広く一般への

PRを行います。 

◆お客様となる第三者や同業者への PRとともに、新たな顧客獲得の可能性もあります。 

 

応募にお手数をおかけするのは本位ではありませんので過去の作品を応募下さい。 

もちろん、新たに取り組まれている、もしくは構想されている「最安値への挑戦!!」「雑誌の表

紙を飾るなら♪」のプランのご応募も歓迎いたします。 

皆様、ふるってご応募下さい。 

ひとつでも多くの住宅事業者のプランニング、およびアイディアをこころよりお待ちしておりま

す。 

 

ご提出資料は、A4サイズ以下でイメージパース、もしくは写真。A4サイズで建物コンセプト（プ

ランニング、素材、構造等）、建物概要、および仕様書。そして、対象分譲地の区画表示、土地

建物総額を明記したもの。計 3部でお願い申しあげます。なお、土地建物総額については、下記

の注釈が追記して公開されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※a：第三者とは、①自ら居住するために住宅を必要とする方、または、親族の居住の用に供するため自ら居住する以

外に住宅を必要とする方 ②譲渡代金等の支払いを確実にできる方 ③土地の引渡し後速やかに住宅を完成できる方 

④日本国籍の方、または、「出入国管理及び難民認定法」（昭和 26年政令第 319号）第 22条第 2項又は第 22条の 2 第 4

項の規定により永住許可を受けている外国人の方、「日本国と平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理

に基づ特例法」（平成 3年法律第 71 号）第 3条、第 4条及び第 5条に定める特別永住者として永住することができる資

格を有する外国人の方 

※b：住宅事業者とは、第三者と直接、居住の用に供する建物請負契約が締結できる立場にいるハウスメーカー、およ

び工務店、建築士事務所等をいう。仲介事業者、紹介者等の立場にいる者は該当しない。 

※価格について  

表示価格は参考価格となっています。○年○月○日現在の最低価格の見積り金額

を表示しておりますが、実際の本見積りの価格は対象分譲地による差、部材の価

格変動などにより、心ならずも多少異なることを予めご了承ください。 

その他、詳細、オプション、別プラン等については、直接、担当住宅事業者へお

問い合わせください。 




